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第 6次改訂版の発行にあたって

　本書は、2000年分権改革で大きく変化した地方自治制度をわかりやすく
図解することを目的として、2000年1月に刊行されました。自治体の職員
や議員はもとより、地方自治を学ぶ学生や市民のみなさんに広く読まれ、
このたび第 6次改訂版を発行することができました。いままで支えてくだ
さったみなさまに感謝申し上げます。
　これまでも増刷や改訂の都度、必要な修正を加えてきましたが、今回は
構成を含めて全面的に見直しました。地域社会や市民生活の環境変化を受
けて、自治体やその政策のあり方を見直さなければならない段階に入って
きたと思うからです。
　最大の課題は人口減少です。都道府県別に見ると、1980年代後半から人
口が減り始め、2010年までには大多数の38道府県で人口が減少していま
す。人口構造から見ても既に「分水嶺」を超えてしまったと思われるので、
地域社会にとって人口減少は「与件」と考えたほうがよさそうです。
　人口増加期の自治体政策は、たとえ「つぎはぎ」や「建て増し」と言わ
れようとも、力任せにがんばって対応できましたが、人口減少期にはそう
はいきません。なぜなら「空間づくり」が中心のこれまでのまちづくりで
は地域社会や市民生活を守りきれなくなるからです。
　加えてデジタル社会が進行中です。仕事でも遊びでも私たちの身体の何
割かは「もうひとつの世界」で生活しています。土地の区画を前提として
きた自治体と「住民」との関係も変わってきます。自治体政策ばかりか、
これまでの自治体概念そのものの転換が迫られているのです。
　そんな時代だからこそ、まずは現在のしくみを知り、みんなが今日と同
じように明日を暮らせるために、何を大切にして、これからどこをどのよ
うに変えるべきかを考えていかなくてはなりません。そのための素材とし
て本書がみなさんに役立つことを祈っています。
　本書はなるべくシンプルに図解することを目的としていますので、わか
りやすさを優先して、言葉を言い換えたり、例外事項を省いたりしている
ところがあります。必要な場合にはさらに専門書にあたってください。
　最後に、更新を重ねながらこんなに長生きする本を作ってくださった学
陽書房の歴代の編集者のみなさん（佐久間重嘉さん、宮川純一さん、村上
広大さん、久保聡子さん）に感謝いたします。ありがとうございました。

　　2023年11月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 今井　照
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地域社会の未来
［参考文献］今井照『未来の自治体論―デジタル社会と地方自治』第一法規、2023年

はじめに
1

●単独世帯数と単独世帯比率の推移
　（国勢調査）

●生涯未婚率の推移
　（社人研・人口統計資料集）

●外国人居住者数の推移（国勢調査）

①単身化
・高齢者の単身世帯化と壮年層の単身世帯化
（非婚化）が顕著に進行（全世帯の 4割近く）

③デジタル化
・デジタル空間を利用した情報流通、ビジネ
ス、レジャーなどの進展

・デジタル空間における市民権保障の困難性
・領域的な地域社会（自治体）との関係の希薄化

②移動社会化
・高速交通化、テレワークなど社
会環境の変化による複数地域
居住の増加

・グローバル化による国境を越
える人やモノの移動の増加

・災害、事故、紛争などによる強
制的移住の増加

・一方、エッセンシャルワーカー
や作業員など身体的活動を不
可欠とする職業では「移動しな
い /できない」階層が存在
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政策対応の方向性
〔単身化〕
・世帯単位、家族単位で行われてきた
社会政策を個人単位に再編
→民法上の扶養義務の廃止、戸籍制
　度の廃止など

〔移動社会化〕
・住民概念の転換
→居住実態から居住意思尊重へ、選
　挙権や納税のクーポン制化など

〔デジタル化〕
・デジタル空間上の市民権保障
→地縁性、血縁性、空間性とは異なる
　「領域性」の再構築

男性
女性
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75 80 85 90 95 2000 05 10 15 20
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　人口減少（→人材不足）は、日本はもちろん、世界のほとんどで共通する
マクロの課題になりつつある。自治体としてできることは、市民が「今日と
同じように明日も暮らせる」地域社会をマネジメントしていくことだろう。「単
身化」「移動社会化」「デジタル化」という地域社会や市民生活の新しい現象
に合わせた社会政策の再編や「空間づくり」に偏りがちなまちづくりからの
脱皮が求められている。

●新しい生活困難層
　地域社会や市民生活の変化に伴
い、これまでの社会政策の網の目
からこぼれ落ちる人たちが顕在化
しつつある。宮本太郎さん（中央
大学）はこれを「新しい生活困難層」
と呼んでいる。
　たとえばコロナ禍では、雇用関
係のないフリーランサーや非正規
層などが社会保険制度から支援を
受けられず、土地や建物などの資
産を保有している自営業者は、た
とえ日々の収入がゼロになって食
べるものに困っても生活保護の対
象にはならなかった。
　「新しい生活困難層」は従来の
「貧困」概念の延長線上や同心円
状にはなかったので、自治体も対
応できなかった。もっとも近かっ
たのは生活困窮者自立支援制度で、
これまで役所に支援を求めたこと
のない人たちが社会福祉協議会な
どの窓口に殺到した。
　その他、子どもの貧困や「新し
い孤立」など、地域社会の人たち
は自治体の政治・行政には見えに
くい変化をいち早く感じ取り、子
ども食堂やフリースクールなどの
市民活動を立ち上げている。自治
体の政治・行政もこうした市民活
動と連携を取りながら、それぞれ
の問題の解決に立ち向かう必要が
ある。
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政策対応の方向性
〔単身化〕
・世帯単位、家族単位で行われてきた
社会政策を個人単位に再編
→民法上の扶養義務の廃止、戸籍制
　度の廃止など

〔移動社会化〕
・住民概念の転換
→居住実態から居住意思尊重へ、選
　挙権や納税のクーポン制化など

〔デジタル化〕
・デジタル空間上の市民権保障
→地縁性、血縁性、空間性とは異なる
　「領域性」の再構築

男性
女性

1950 60 70 80 90 2000 10 20
75 80 85 90 95 2000 05 10 15 20
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1-1 「自治」のしくみ
［関係条文］憲法第92条、自治法第2条第3項

官治（集権） 自治（分権）

中央政府

官吏の 派遣等

地方行政

市民

★基礎的自治体（市区町村）

★広域自治体
（都道府県）

国（国際機構）

基礎的自治体で実現できないこと

広域自治体で実現できないこと

信託

信託

信託

〈補完性の原理〉
EU の統合で注目され、ヨーロッパ地
方自治憲章で確立した考え方。公的な
責務はまず基礎的自治体が住民から信
託を受け、そこで実現できないことを
順次、広域自治体、国、国際機構へ信
託することをいう。地方自治法でも
「市町村優先の原則」がうたわれている。
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●地方自治の意義
　地方自治の存在意義として「国
家からの自由」「地域民主主義と
市民教育」「資源配分の効率性と
『足による投票』」があげられてい
る（礒崎初仁・金井利之・伊藤正
次『ホーンブック地方自治〔新版〕』
北樹出版、2020年）。

●地方自治の本旨
　通説では、住民の意思を基本と
する「★住民自治」と、国から独
立している法人であることを基本
とする「★団体自治」のふたつに
よって構成されるとされている。
地方分権推進委員会最終報告では、
地方公共団体と地域住民による
「地域社会の自己決定・自己責任
の自由の領域」を拡充していくこ
とと説明されている。

　大日本帝国憲法から日本国憲法
へ憲法が変わったからといって直
ちに地方自治が実現されたわけで
はない。この 70年余りの間には
さまざまな動きがあった。特に、
「人が住むに値する地域」をめざ
して、市民や自治体職員の手で取
り組まれてきた数々のまちづくり
の実践が、自治の中身をつくっ
てきた（★田村明『まちづくりの
発想』岩波新書、1987年）。

　憲法は「★地方自治の本旨」に基いて自治体を組織し、運営を行わなけれ
ばならないと定めている。大日本帝国憲法には地方自治に関する規定がなく、
国家の機関として法律によりつくられた地方行政制度であったが、現在の地
方自治制度は国民主権を前提とする憲法そのものに依拠している。


